
1 2020（令和2年）

国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月20日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　令和2年分以後の所得税から、青色申告特別
控除のうち、正規の簿記の原則で記帳してい
る場合の控除額65万円が55万円に引き下げら
れました。ただし、自宅等からのe-Taxによ
る申告（電子申告）又は電子帳簿保存をして
いる場合は、引き続き控除額が65万円となり
ます。なお、10万円控除は変更ありません。

ワンポイント 青色申告特別控除の見直し

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　13日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1月号─2

　
毎
月
貸
借
対
照
表
の
動
き
を
確
認

し
て
い
る
中
小
企
業
の
経
営
者
や
幹

部
の
方
は
ど
れ
く
ら
い
お
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。
損
益
計
算
書
ば
か
り
見

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
、
経
理
担
当
者
に
利
益
が

出
て
い
る
の
に
何
で
お
金
が
足
り
な

い
ん
だ
と
文
句
を
言
っ
て
い
ま
せ
ん

か
。
も
ち
ろ
ん
資
金
繰
り
表
を
作
成

し
て
お
金
の
動
き
を
把
握
す
る
こ
と

も
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
は
貸

借
対
照
表
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と

も
非
常
に
大
切
で
す
。

　
経
理
担
当
者
や
会
計
事
務
所
任
せ

に
せ
ず
、
経
営
者
や
幹
部
の
皆
さ
ん

も
貸
借
対
照
表
を
き
ち
ん
と
理
解
し

ま
し
ょ
う
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ⅰ
．
資
産
の
動
き
に
注
目

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

　
貸
借
対
照
表
に
示
さ
れ
た
科
目
や

残
高
に
は
、
そ
れ
自
体
と
て
も
意
味

が
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
残
高
に

は
必
ず
過
程
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は

代
表
的
な
科
目
の
過
程
に
注
目
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

１
．
現
金
・
預
金

　
一
番
大
事
な
貸
借
対
照
表
の
資
産

項
目
で
す
。
会
社
は
お
金
で
始
ま
り

お
金
で
終
わ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
い
く
ら
利
益
が
出
て
い
て
も
お
金

が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
お
金
が
無
く
な
る
と
死（
倒
産
）

が
訪
れ
ま
す
。「
現
金
・
預
金
」
残

高
は
常
に
増
加
傾
向
が
望
ま
し
い
で

す
が
、
減
っ
て
い
る
場
合
に
は
何
故

そ
う
な
っ
た
の
か
原
因
や
過
程
を
確

認
す
る
癖
を
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

２
．
売
掛
金

　
貸
借
対
照
表
の
資
産
項
目
で
す
。

製
品
・
商
品
の
販
売
や
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
な
ど
、
企
業
の
主
た
る
営
業
取

引
か
ら
発
生
す
る
未
回
収
の
も
の
で

通
常
一
年
以
内
に
現
預
金
で
回
収
が

見
込
ま
れ
る
も
の
で
す
。
利
益
が
出

て
い
て
も
、
こ
の
残
高
が
増
え
て
い

る
場
合
に
は
お
金
が
足
り
な
く
な
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
少
し
で
も
増

え
て
き
て
い
れ
ば
過
程
を
確
認
し
、

い
つ
発
生
し
た
も
の
か
、
本
当
に
回

収
で
き
て
い
る
か
を
確
認
す
る
癖
を

つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

３
．
借
入
金

　
貸
借
対
照
表
の
負
債
項
目
で
す
。

ま
ず
は
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
金

な
の
か
、
役
員
か
ら
の
借
入
金
や
関

係
会
社
か
ら
の
借
入
金
な
の
か
把
握

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
き

れ
ば
役
員
か
ら
の
借
入
金
は
、
役
員

借
入
金
、
関
係
者
か
ら
の
借
入
金
等

科
目
を
区
分
し
て
お
く
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

　
さ
て
、
残
高
を
確
認
し
た
と
き

に
、
借
入
金
三
千
万
円
と
記
載
さ
れ

て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
の
残
高
は
も

ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
い
つ
発
生
し

た
も
の
な
の
か
の
過
程
が
さ
ら
に
重

要
と
な
り
ま
す
。
一
年
前
に
は

五
千
万
円
で
あ
っ
て
二
千
万
円
返
済

し
て
三
千
万
円
に
な
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
資
金
繰
り
で
足
り
な
く
な
り

三
ヶ
月
前
に
三
千
万
円
借
り
た
も
の

な
の
か
。
ど
ち
ら
も
結
果
は
残
高

三
千
万
円
で
す
。

　
貸
借
対
照
表
の
数
値
を
眺
め
て
い

る
だ
け
で
は
、
本
当
の
姿
は
見
え
ま

せ
ん
の
で
、
過
程
を
必
ず
確
認
す
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

４
．
そ
の
他

　
上
記
１
〜
３
及
び
そ
の
他
の
科
目

に
共
通
す
る
こ
と
で
す
が
、
動
き
に

注
目
す
る
と
同
時
に
着
目
し
て
い
く

方
が
よ
い
点
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
①
本
当
に
存
在
す
る
も

の
か
、
②
価
値
は
ど
れ
く
ら
い
の
も

の
か
、
③
誰
の
も
の
か
、
の
３
点
で

す
。

①
　
本
当
に
存
在
す
る
も
の
か

　
例
え
ば
、
既
に
退
職
し
て
い
て

連
絡
の
と
れ
な
い
従
業
員
へ
の
立

替
金
や
仮
払
金
、
過
去
粉
飾
し
て

貸
借
対
照
表
に

　
　
注
目
し
よ
う



3─1月号

い
た
場
合
の
売
掛
金
や
棚
卸
資
産

の
残
高
、
既
に
解
約
済
み
の
保
険

積
立
金
等
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
か
。

　
こ
れ
ら
の
資
産
が
計
上
さ
れ
て

い
る
と
見
栄
え
は
よ
い
貸
借
対
照

表
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に

は
存
在
し
て
い
な
い
も
の
で
錯
覚

を
お
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に

債
務
も
同
様
で
す
。
税
務
上
と
も

絡
み
ま
す
が
計
上
さ
れ
て
い
て
も

常
に
注
視
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

②
　
現
在
の
価
値
は
ど
れ
く
ら
い
な

の
か

　
土
地
や
有
価
証
券
等
は
実
際
に

は
値
下
が
り
し
て
半
分
の
価
値
も

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
に
①
と
違
っ
て
現
在
あ
る
資
産

は
、
本
当
は
ど
れ
だ
け
の
価
値
が

あ
る
の
か
を
概
算
で
も
把
握
し
て

お
く
の
も
重
要
で
す
。

③
　
誰
の
も
の
か

　
　
資
産
だ
か
ら
全
て
自
社
の
も
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
借
入

し
て
購
入
し
て
い
る
も
の
や
、
担

保
に
取
ら
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る

い
は
リ
ー
ス
資
産
等
は
自
社
の
も

の
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
は
、
自

社
の
も
の
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
　
結
局
、
資
産
が
増
え
て
い
て
も

自
社
の
努
力
で
増
え
て
い
な
い
可

能
性
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
も
非
常
に
重
要
で

す
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ⅱ
．
貸
借
対
照
表
の
経
営
指
標

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

　
貸
借
対
照
表
の
数
値
の
み
で
分
析

す
る
経
営
指
標
も
非
常
に
重
要
で

す
。
実
際
の
会
社
の
数
字
を
分
析
し

て
み
て
経
営
の
状
態
を
分
析
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

１
．
純
資
産

　
純
資
産
と
は
、
会
社
の
総
資
産
か

ら
総
負
債
を
差
し
引
い
た
純
粋
な
資

産
価
値
の
こ
と
で
す
。
言
い
換
え
れ

ば
資
本
金
＋
過
去
積
み
上
げ
て
き
た

利
益
の
合
計
と
言
え
ま
す
。

　
中
小
企
業
の
場
合
は
、
会
社
の
売

買
価
値
と
考
え
て
も
差
し
支
え
あ
り

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
純
資
産
」
残

高
は
常
に
増
加
傾
向
が
望
ま
し
く
。

最
低
で
も
横
ば
い
を
キ
ー
プ
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

２
．
当
座
比
率

　
当
座
比
率
は
企
業
の
支
払
能
力
を

示
す
経
営
指
標
で
す
。

　
当
座
比
率
は
、
一
年
以
内
に
現
金

化
さ
れ
る
流
動
資
産
の
中
で
も
換
金

性
の
高
い
現
金
、
売
掛
金
、
受
取
手

形
等
の
当
座
資
産
と
一
年
以
内
に
支

払
期
限
が
到
来
す
る
流
動
負
債
を
用

い
て
算
出
し
、
優
良
水
準
は
一
二
〇

％
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

算
式
：
当
座
比
率
＝
（
当
座
資
産
／

流
動
負
債
）
×
一
〇
〇

３
．
流
動
比
率

　
流
動
比
率
は
会
社
の
支
払
能
力
を

示
す
経
営
指
標
で
す
。
流
動
比
率

は
、
一
年
以
内
に
現
金
化
さ
れ
る
流

動
資
産
と
一
年
以
内
に
支
払
期
限
が

到
来
す
る
流
動
負
債
を
用
い
て
算
出

し
、
一
五
〇
％
以
上
が
望
ま
し
い
で

す
。

算
式
：
流
動
比
率
＝
（
流
動
資
産
／

流
動
負
債
）
×
一
〇
〇

４
．
固
定
比
率

　
固
定
比
率
は
購
入
し
た
固
定
資
産

が
自
己
資
金
で
ど
の
程
度
ま
か
な
わ

れ
て
い
る
か
を
示
す
経
営
指
標
で

す
。

　
固
定
比
率
が
小
さ
け
れ
ば
自
己
資

本
の
占
め
る
割
合
が
大
き
く
、
固
定

比
率
が
大
き
け
れ
ば
自
己
資
本
の
占

め
る
割
合
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
一
〇
〇
％
以
下
が
望
ま
し
い

で
す
。

算
式
：
固
定
比
率
＝
（
固
定
資
産
／

自
己
資
本
）
×
一
〇
〇

５
．
負
債
比
率

　
負
債
比
率
は
返
済
義
務
の
な
い
自

己
資
本
と
返
済
義
務
の
あ
る
負
債

（
他
人
資
本
）
の
バ
ラ
ン
ス
を
示
す

経
営
指
標
で
す
。

　
負
債
比
率
が
小
さ
け
れ
ば
返
済
余

力
が
高
く
、
負
債
比
率
が
大
き
け
れ

ば
返
済
余
力
が
低
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
一
〇
〇
％
以
下
が
望
ま
し
い

で
す
。

算
式
：
負
債
比
率
＝
（
負
債
／
自
己

資
本
）
×
一
〇
〇

６
．
自
己
資
本
比
率

　
自
己
資
本
比
率
は
会
社
の
総
資
本

（
負
債
の
部
＋
資
本
の
部
の
合
計
）

に
占
め
る
自
己
資
本
の
構
成
比
率
の

こ
と
で
、
会
社
の
資
本
力
や
安
定
経

営
の
度
合
を
示
す
経
営
指
標
で
あ

り
、優
良
水
準
は
五
〇
％
以
上
で
す
。

算
式
：
自
己
資
本
比
率
＝
〔
自
己
資

本
（
純
資
産
）
／
総
資
本
（
負
債

の
部
＋
資
本
の
部
の
合
計
）〕
×

一
〇
〇



1月号─4

　
令
和
元
年
分
の
源
泉
徴
収
事
務

は
、
年
末
調
整
で
一
応
の
締
め
が
終

わ
っ
て
い
ま
す
。
令
和
二
年
一
月
に

は
、
こ
の
年
末
調
整
の
結
果
を
受
け

て
、
給
与
の
支
払
者
は
、
原
則
と
し

て
一
月
末
ま
で
に
そ
の
支
払
い
の
明

細
を
記
載
し
た
「
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
法
定
調

書
を
作
成
し
、
所
轄
税
務
署
や
受
給

者
の
住
所
地
の
市
町
村
な
ど
に
提
出

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
固
定
資
産
税
の
徴
収
に
つ

い
て
、
市
町
村
で
は
把
握
で
き
な
い

償
却
資
産
に
つ
い
て
事
業
所
か
ら

「
償
却
資
産
申
告
書
」
と
い
う
形
で

原
則
一
月
末
を
期
限
と
し
て
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
一
月
固
有
の
業
務
に
つ
い

て
、
以
下
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み

ま
す
。

Ⅰ

　法
定
調
書
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　
法
定
調
書
に
は
多
く
の
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、
頻
出
項
目
と
し
て
以
下

の
三
種
類
の
法
定
調
書
の
ポ
イ
ン
ト

を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

１
．
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　
左
頁
の
図
表
1
の
と
お
り
で
す
。

　「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
受

給
者
交
付
用
）」
は
、
提
出
範
囲
に

か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
受
給
者
に

つ
い
て
作
成
の
上
、
一
月
末
日
ま
で

に
そ
れ
ぞ
れ
の
受
給
者
に
交
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
受
給
者
交
付
用
へ
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
記
載
は
不
要
で
す
。

　
ま
た
、
給
与
支
払
報
告
書
と
同
時

に
作
成
で
き
る
よ
う
に
、
四
枚
又
は

三
枚
複
写
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２ 

．
報
酬
・
料
金
・
契
約
金
及
び

賞
金
の
支
払
調
書

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　
令
和
元
年
中
に
講
演
料
や
外
交
員

報
酬
な
ど
所
得
税
法
第
二
〇
四
条
第

一
項
等
に
規
定
す
る
報
酬
・
料
金
等

を
支
払
っ
た
者
は
、
同
一
人
に
対
す

る
支
払
金
額
の
合
計
が
一
定
額
を
超

え
る
場
合
に
提
出
し
ま
す
。

３ 

．
不
動
産
の
使
用
料
等
の

支
払
調
書

⑴
　
提
出
義
務
者

　
　
令
和
元
年
中
に
不
動
産
、
不
動

産
の
上
に
存
す
る
権
利
、
総
ト
ン

数
二
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
・
航
空

機
の
借
受
け
の
対
価
等
を
支
払
っ

た
法
人
や
不
動
産
業
者
で
あ
る
個

人
。

⑵
　
支
払
調
書
の
提
出
範
囲

　
　
同
一
人
に
対
す
る
令
和
元
年
中

の
支
払
金
額
の
合
計
が
一
五
万
円

を
超
え
る
も
の
。

　
　
な
お
、
法
人
に
支
払
わ
れ
る
不

動
産
の
使
用
料
等
に
つ
い
て
は
、

地
上
権
、
不
動
産
等
の
賃
借
権
、

そ
の
他
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利

の
設
定
に
よ
る
対
価
が
な
い
場
合

に
は
、
提
出
は
不
要
で
す
（
主
に

個
人
の
不
動
産
所
得
の
チ
ェ
ッ
ク

に
使
わ
れ
る
た
め
で
す
）。

４
．
提
出
方
法

　
法
定
調
書
の
提
出
方
法
は
、
税
務

署
へ
の
持
参
や
郵
送
の
ほ
か
、
書
面

に
よ
る
提
出
に
代
え
て
e

－

T
a
x

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

や
法
定
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し

た
C
D
、
D
V
D
と
い
っ
た
光
デ
ィ

ス
ク
等
に
よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
法
定
調
書
の
種
類
ご
と

に
、
前
々
年
の
提
出
す
べ
き
法
定
調

書
の
枚
数
が
一
、〇
〇
〇
枚
以
上
の

法
定
調
書
に
つ
い
て
は
、
e

－

T
a
x
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る

提
出
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅱ

　給
与
支
払
報
告
書
▼
▼
▼
▼

　
給
与
支
払
事
業
者
は
、
住
民
税
の

特
別
徴
収
の
資
料
と
す
る
た
め
に
、

一
月
末
日
ま
で
に
受
給
者
の
一
月
一

日
現
在
居
住
す
る
市
区
町
村
長
宛
に

「
給
与
支
払
報
告
書
」（
源
泉
徴
収
票

と
複
写
で
書
け
る
も
の
二
枚
）
と
総

括
表
を
提
出
し
ま
す
。

　
な
お
、
提
出
の
期
限
を
大
幅
に
過

ぎ
る
と
、六
月
か
ら
の
課
税
（
納
付
）

▼
一
月
固
有
の
業
務
▲

　
▼
各
種
法
定
調
書
と

償
却
資
産
申
告
書
の
作
成
▲
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に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

Ⅲ

　償
却
資
産
申
告
書
▼
▼
▼
▼

１
．
申
告
す
べ
き
資
産

　
令
和
二
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い

て
現
存
す
る
事
業
用
償
却
資
産
（
他

に
貸
し
て
い
る
も
の
を
含
み
ま
す
）

に
つ
い
て
申
告
し
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
図
表
２
に
掲
げ
る

よ
う
な
も
の
で
す
。

　
間
違
い
や
す
い
点
と
し
て
、
租
税

特
別
措
置
法
に
よ
る
「
中
小
企
業
者

等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価

額
の
損
金
算
入
の
特
例
制
度
」
に
よ

り
三
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資
産

を
必
要
経
費
又
は
全
額
損
金
算
入
し

た
場
合
は
、申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。

２
．
申
告
の
方
法

⑴
　
前
年
度
（
平
成
三
十
一
年
度
）

に
申
告
し
た
者
…
…
増
減
申
告

　
　
平
成
三
十
一
年
一
月
二
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
一
日
現
在
ま
で
の

間
に
、
増
加
・
減
少
の
あ
っ
た
資

産
に
つ
い
て
申
告
し
ま
す
。

⑵
　
今
年
度
初
め
て
申
告
す
る
者

…
…
全
資
産
申
告

　
　
令
和
二
年
一
月
一

日
現
在
所
有
す
る
全

資
産
に
つ
い
て
申
告

し
ま
す
。

３
．
免
税
点

　
課
税
標
準
の
合
計
額

が
一
五
〇
万
円
未
満
の

場
合
は
、
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。

４
．
納
期

　
納
期
は
四
月
、七
月
、

十
二
月
及
び
翌
年
二
月

の
四
回
で
す
（
市
区
町

村
に
よ
っ
て
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）。

図表２　種類別資産例
資産の種類 主な償却資産の例示

１．構築物 看板（広告塔）、井戸、門、塀、庭園その他土地に定着する土木設備など

２．機械及び装置 電気機械、化学機械、建設機械、印刷機械、起重機その他物品の製造、加工修理な
どに使用する機械及び装置など

３．船舶 ボート、貨物船、漁船、客船など

４．航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

５．車両及び運搬具 ホイールクレーン、フォークリフトなどの特殊自動車（自動車税及び軽自動車税の
課税対象は除く）など

６．工具・器具及び備品 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、プリンター、計算機、レジスター、応接セッ
ト、テレビ、陳列ケース、測定工具、切削工具など

図表１　給与所得の源泉徴収票の提出範囲
受給者の区分 提出範囲

年
末
調
整
を
し
た
者

⑴ 　法人（人格のない社団等を含みます）の役員（取締役、執行役、会
計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者）及
び現に役員をしていなくても令和元年中に役員であった者

令和元年中の給与等の支払金
額が 150 万円を超えるもの

⑵ 　弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、
海事代理士、建築士等（所得税法第 204 条第１項第２号に規定する者）

令和元年中の給与等の支払金
額が 250 万円を超えるもの

⑶　上記⑴及び⑵以外の者 令和元年中の給与等の支払金
額が 500 万円を超えるもの

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
者

⑷ 　「給与所得者の扶養控除等申告
書」を提出した者

イ 　令和元年中に退職した者、災害
により被害を受けたため、令和元
年中の給与所得に対する源泉所得
税及び復興特別所得税の徴収の猶
予又は還付を受けた者

令和元年中の給与等の支払金
額が 250 万円を超えるもの。
ただし法人の役員の場合には
50 万円を超えるもの

ロ 　令和元年中に主たる給与等の金
額が 2,000 万円を超えるため、年
末調整をしなかった者

全部

⑸ 　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者（給与所得の
源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等）

令和元年中の給与等の支払金
額が 50 万円を超えるもの
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雇
用
型

　テ
レ
ワ
ー
ク
の

　
　導
入
と
実
施

　
労
働
者
が
情
報
通
信
技
術
を
利
用

し
て
行
う
事
業
場
外
勤
務
（
テ
レ
ワ

ー
ク
）
は
、
時
間
や
場
所
を
有
効
に

活
用
で
き
る
柔
軟
な
働
き
方
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
子
育
て
、
介
護
と
仕
事

の
両
立
手
段
と
な
る
と
と
も
に
、
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
資
す

る
こ
と
が
で
き
、
多
様
な
人
材
の
能

力
発
揮
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行

う
上
で
の
問
題
や
課
題
等
と
し
て
、

企
業
側
か
ら
は
「
労
働
時
間
の
管
理

が
難
し
い
」
等
が
、
労
働
者
側
か
ら

は
「
仕
事
と
仕
事
以
外
の
切
り
分
け

が
難
し
い
」、「
長
時
間
労
働
に
な
り

や
す
い
」
等
の
点
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十

二
日
に
策
定
さ
れ
た
「
情
報
通
信
技

術
を
利
用
し
た
事
業
場
外
勤
務
の
適

切
な
導
入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
泫
を
基
に
、
テ
レ
ワ
ー

ク
の
導
入
及
び
実
施
時
の
留
意
点
等

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

泫
　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
雇

用
し
て
い
る
労
働
者
」
を
テ
レ
ワ

ー
ク
で
就
業
さ
せ
る
と
き
の
留
意

点
に
触
れ
た
も
の
で
す
。
注
文
者

か
ら
委
託
を
受
け
、「
自
営
型
」

で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
者

（
原
則
と
し
て
労
働
関
係
法
令
が

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
）
と
の
契
約
条

件
等
に
関
す
る
留
意
点
は
、
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
公
開

さ
れ
て
い
る
「
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

ク
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一

　労
働
基
準
法
の
適
用
●
●
●
●

　
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
労
働
者
に

も
、
労
働
基
準
法
、
最
低
賃
金
法
、

労
働
安
全
衛
生
法
、
労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
等
の
労
働
基
準
関
係
法
令

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

㈠
　
労
働
条
件
の
明
示

　
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
わ
せ
る
者
に
対

し
、「
就
業
の
場
所
」
と
し
て
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
場
所
を
明
示
し
ま
す
。

　
労
働
者
が
自
由
に
働
く
場
所
を
選

択
で
き
る
モ
バ
イ
ル
勤
務
を
行
う
者

に
対
し
て
は
、
就
業
の
場
所
に
つ
い

て
の
許
可
基
準
を
示
し
た
上
で
、「
使

用
者
が
許
可
す
る
場
所
」
と
い
っ
た

形
で
明
示
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

㈡
　
労
働
時
間
制
度

①
　
労
働
時
間
の
把
握

　
厚
生
労
働
省
の
「
労
働
時
間
の
適

正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず

べ
き
措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
に
基
づ
き
、
適
切
に
労
働
時
間

管
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
労
働
時
間
の
記
録
は
、
パ
ソ
コ
ン

の
使
用
時
間
の
記
録
等
の
客
観
的
な

記
録
を
基
礎
と
し
て
確
認
し
、
適
正

に
記
録
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
や
む
を
得
ず
自
己
申
告
制
で
労

働
時
間
を
把
握
す
る
場
合
は
、
当
該

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
運
用
（
十

分
な
説
明
、
実
態
調
査
・
補
正
、
適

正
な
自
己
申
告
を
阻
害
す
る
措
置
を

設
け
な
い
等
）
を
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

②
　
中
抜
け
時
間

　
業
務
か
ら
離
れ
る
時
間
（
い
わ
ゆ

る
中
抜
け
時
間
）
に
つ
い
て
は
、
使

用
者
が
業
務
の
指
示
を
せ
ず
、
労
働

者
が
労
働
か
ら
離
れ
、
自
由
に
利
用

す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、「
休
憩
時
間
」
や
「
時
間
単
位

の
年
次
有
給
休
暇
（
労
使
協
定
の
締

結
が
必
要
）」
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
が
可
能
で
す
。

③
　
移
動
中
の
テ
レ
ワ
ー
ク

　
移
動
時
間
中
に
行
っ
た
作
業
等
の

う
ち
、
使
用
者
の
明
示
又
は
黙
示
の

指
揮
命
令
下
で
行
わ
れ
る
も
の
は
、

労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。

　
な
お
、
午
前
中
だ
け
自
宅
で
勤
務

を
し
、
午
後
か
ら
会
社
に
出
勤
す
る

な
ど
、
勤
務
時
間
の
一
部
で
テ
レ
ワ

ー
ク
を
行
う
場
合
は
、
移
動
時
間
が

使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て

い
る
時
間
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
判

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
使
用

者
が
移
動
す
る
こ
と
を
労
働
者
に
命

ず
る
こ
と
な
く
、
単
に
労
働
者
自
ら

の
都
合
に
よ
り
就
業
場
所
間
を
移
動

し
、
そ
の
自
由
利
用
が
保
障
さ
れ
て

い
る
時
間
は
休
憩
時
間
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

④
　
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
、
フ
レ

ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
例
え
ば
、
労
働
者
の

都
合
に
合
わ
せ
て
、
始
業
や
終
業
の

時
刻
を
調
整
す
る
こ
と
や
、
オ
フ
ィ

ス
勤
務
の
日
は
労
働
時
間
を
長
く
、

一
方
で
在
宅
勤
務
の
日
の
労
働
時
間

を
短
く
し
て
家
庭
生
活
に
充
て
る
時

間
を
増
や
す
等
の
運
用
が
可
能
で
す
。

　
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
で
は
、
始

業
及
び
終
業
の
時
刻
を
労
働
者
の
決
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定
に
委
ね
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
場
合
も
使
用
者
は
、
労
働
時
間

の
把
握
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
留
意
を
要
し
ま
す
。

⑤
　
事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制

　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
り
労
働
者
が
事

業
場
外
で
業
務
に
従
事
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
使
用
者
の
具
体
的
な
指
揮

監
督
が
及
ば
ず
、
労
働
時
間
を
算
定

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
の

ア
と
イ
の
い
ず
れ
も
満
た
す
と
き

に
、
労
働
基
準
法
三
八
条
の
二
の
事

業
場
外
労
働
の
み
な
し
労
働
時
間
制

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

ア
　
情
報
通
信
機
器
が
、
使
用
者
の

指
示
に
よ
り
常
時
通
信
可
能
な
状

態
に
お
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い

こ
と

　
　
こ
れ
は
、
情
報
通
信
機
器
を
通

じ
た
使
用
者
の
指
示
に
即
応
す
る

義
務
が
な
い
状
態
を
指
し
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、
回
線
が
接
続
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
、
労
働
者
が
自
由
に

情
報
通
信
機
器
か
ら
離
れ
る
こ
と

や
通
信
可
能
な
状
態
を
切
断
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合

や
、
会
社
支
給
の
携
帯
電
話
等
を

所
持
し
て
い
て
も
、
労
働
者
の
即

応
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
等
は

「
使
用
者
の
指
示
に
即
応
す
る
義

務
が
な
い
」場
合
に
該
当
し
ま
す
。

イ
　
随
時
使
用
者
の
具
体
的
な
指
示

に
基
づ
い
て
業
務
を
行
っ
て
い
な

い
こ
と

　
　「
具
体
的
な
指
示
」
に
は
、
当

該
業
務
の
目
的
、
目
標
、
期
限
等

の
基
本
的
事
項
を
指
示
す
る
こ
と

や
、
こ
れ
ら
基
本
的
事
項
に
つ
い

て
所
要
の
変
更
の
指
示
を
す
る
こ

と
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

⑥
　
裁
量
労
働
制

　
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
や
企
画

業
務
型
裁
量
労
働
制
の
要
件
を
満
た

し
、制
度
の
対
象
と
な
る
労
働
者
も
、

テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

す
が
、
使
用
者
は
労
働
者
の
健
康
確

保
の
観
点
か
ら
、
決
議
や
協
定
に
お

い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勤
務

状
況
を
把
握
し
、
適
正
な
労
働
時
間

管
理
を
行
う
責
務
を
有
し
ま
す
。

⑦
　
休
憩

　
労
働
基
準
法
で
は
、
原
則
と
し

て
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
付
与
す
る

こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
が
、
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
労
使
協
定
を
締
結
し
、
一
斉
付

与
の
原
則
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

⑧
　
時
間
外
・
休
日
労
働

　
法
定
労
働
時
間
を
超
え
、
ま
た
は

法
定
休
日
に
労
働
さ
せ
る
場
合
は
、

「
時
間
外
・
休
日
労
働
に
関
す
る
協

定
届
（
三
六
協
定
）」
の
締
結
、
届

出
及
び
割
増
賃
金
の
支
払
が
必
要
で

す
。

二

　長
時
間
労
働
対
策
●
●
●
●
●

　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
労
働

者
が
使
用
者
と
離
れ
た
場
所
で
勤
務

を
す
る
た
め
、
長
時
間
労
働
を
招
く

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
使
用
者
は
、
長
時
間
労
働
に

よ
る
健
康
障
害
防
止
を
図
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
参
考
ま
で
に
、
長

時
間
労
働
の
防
止
例
を
掲
げ
ま
す
。

①
　
メ
ー
ル
送
信
の
抑
制

　
役
職
者
等
か
ら
労
働
者
に
対
す
る

時
間
外
、
休
日
又
は
深
夜
に
お
け
る

メ
ー
ル
送
信
の
自
粛
を
さ
せ
る
。

②
　
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限

　
外
部
の
パ
ソ
コ
ン
等
か
ら
深
夜
・

休
日
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
設

定
す
る
。

③
　
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
労
働
の

原
則
禁
止

　
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
労
働
を
原

則
禁
止
と
す
る
こ
と
又
は
使
用
者
等

に
よ
る
許
可
制
と
す
る
。

④
　
長
時
間
労
働
等
を
行
う
労
働
者

へ
の
注
意
喚
起

　
長
時
間
労
働
が
生
じ
る
お
そ
れ
の

あ
る
労
働
者
や
、
休
日
・
深
夜
労
働

が
生
じ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働

時
間
の
記
録
や
、
労
務
管
理
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
て
注
意
喚
起
を
行
う
。

三

　そ
の
他
の
留
意
事
項
●
●
●
●

㈠
　
労
働
安
全
衛
生
法

　
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
定
め
に
基

づ
き
、
健
康
確
保
措
置
（
①
健
康
診

断
（
定
期
健
診
等
）、　
②
長
時
間
労

働
者
に
対
す
る
医
師
に
よ
る
面
接
指

導
、
③
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
）
を
実

施
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
受

け
、
必
要
に
応
じ
事
後
措
置
（
就
業

場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働

時
間
の
短
縮
、
深
夜
業
の
回
数
減
少

な
ど
）
を
講
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
照
明
、
室
温
・
湿
度
な
ど

作
業
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
助
言
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

㈡
　
労
働
災
害
の
補
償

　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
災
害
（
私

的
行
為
な
ど
業
務
以
外
が
原
因
で
あ

る
も
の
を
除
く
）
は
、
業
務
上
の
災

害
と
し
て
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
業
務
上
の
災
害
が
生
じ

た
と
き
の
対
応
を
あ
ら
か
じ
め
周
知

し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。



　一年で一番寒い季節がやって来ました。
オフィスワーカーの皆さん、仕事中の防寒
対策はどのようになさっていますか。
　エアコンがないというオフィスはほぼな
いでしょう。しかし、設定温度は会社によ
っては決められている場合もあり、また人
それぞれ適温は違うものです。
　特に一日中パソコンに向かって座りっぱ
なしの場合、体全体が凝り固まり、血行も
悪くなって余計に冷えてしまいます。冷え
を我慢し続けることは体にも良くなく業務
効率を下げます。企業としても早めに働き
やすい環境を整えましょう。
〈体を外側から温める〉
　寒さは大体足元から感じるものです。足
元を温めるグッズをご紹介します。
・足元ヒーター
　床に置いて足を乗せるもの、机の裏側や
引き出しの側面に張り付けるパネル型のも

の、コの字型の薄いパネルを立ててひざ下
全体を温めるもの等、様々な形があります。
・ひざ掛け、座布団
　ＵＳＢ電源で発熱するタイプのものがよ
り暖かくおすすめです。
・カイロ
　使い捨てカイロもありますが、最近は充
電式カイロが色々出ていておすすめです。
表面温度が選択できるものもあり、かじか
む指先を温めてくれます。
〈体を内側から温める〉
　温かい飲み物で体を内側から温めましょ
う。ただし、コーヒーや緑茶など体を冷や
す飲み物もあります。紅茶やウーロン茶、
生姜湯等の体を温める飲み物を選びましょ
う。
〈体を動かす〉
　時々は立って、ストレッチで凝りやすい
肩回りをほぐしたり、ふくらはぎを伸ばし
たりして血行を良くするようにしましょ
う。寒さ対策になるだけでなく、気分がす
っきりして仕事もはかどりますね。

オフィスの防寒対策

　令和２年、2020年が始まりました。今
年はいくつかの国民の祝日が変更となりま
す。
　まず、お代替わりにより天皇誕生日が２
月23日となります。今年は23日が日曜日
のため、月曜日が振替休日です。
　また、東京オリンピック・パラリンピッ
ク等の開催に伴い、例年７月の第３月曜日
にあたる「海の日」は、オリンピック開会
式前日の７月23日に、10月の第２月曜日
にあたる「体育の日（令和２年以降、スポ
ーツの日と名称が改められます）」は開会
式当日の７月24日に、さらに８月11日に
あたる「山の日」は閉会式翌日の８月10日
に変更され、こちらは４連休・３連休とな
ります。
　企業にとっても従業員の出勤日の調整が
必要かと思います。1年間の予定をあらか
じめ決定して経営に穴があかないように注
意が必要です。

国民の祝日
　冬
は
、
年
賀
状
や
寒
中
見
舞
な
ど

の
や
り
取
り
で
普
段
よ
り
も
人
と
の

つ
な
が
り
を
感
じ
る
時
季
で
す
。
ど

な
た
に
年
賀
状
を
送
ろ
う
か
あ
れ
こ

れ
考
え
た
り
、
思
い
が
け
な
い
方
か

ら
年
賀
状
が
届
い
て
驚
き
つ
つ
も
嬉

し
く
感
じ
た
り
‥
‥
。
特
に
、
そ
の

中
に
一
文
で
も
手
書
き
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
あ
る
と
、
よ
り
そ
の
方
の
心
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
職
場

に
送
ら
れ
て
く
る
書
類
で
も
時
候
の

挨
拶
や
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
な
ど
が
手

書
き
で
添
え
ら
れ
て
い
る
と
大
変
印

象
に
残
り
、
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。

　機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
皆
さ
ん

も
手
書
き
の
手
紙
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
気

持
ち
が
伝
わ
り
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

が
広
が
る
と
思
い
ま
す
。

手
書
き
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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